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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　赤色光用、緑色光用、青色光用の３つの画像形成素子と、
　光源からの光で前記３つの画像形成素子を照明する照明光学系と、
　前記照明光学系からの照明光を前記３つの画像形成素子に対応する３つの色光に分離し
て前記３つの画像形成素子に導き、前記３つの画像形成素子からの画像光を合成する色分
離合成光学系と、
　を備える照明装置であって、
　前記照明光学系が、
　前記光源からの光を複数の光束に分割するレンズアレイと、
　所定の偏光方向の光を透過し、それと直交する偏光方向の光を反射させる偏光分離面を
含み、前記レンズアレイからの非偏光光を所定の偏光方向の光に揃えて出射する偏光変換
素子と、
　前記レンズアレイと前記偏光変換素子との間に配置され、ＵＶ光を反射するＵＶ反射素
子と、
　前記複数の光束を前記画像形成素子の上で重ねあわせるコンデンサーレンズを含んでお
り、
　前記色分離合成光学系が、
　前記照明光学系からの照明光を複数の色光に分離するダイクロイックミラーと、
　前記ダイクロイックミラーと前記青色光用の画像形成素子との間に配置され、ＵＶ光を
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吸収するＵＶ吸収素子を含んでおり、
　前記コンデンサーレンズの焦点距離をｆ、前記コンデンサーレンズの画像形成素子側の
主点から前記ＵＶ吸収素子までの距離をＬとするとき、
　０．４ ＜ Ｌ／ｆ ＜ ０．８
　を満足し、
　前記ＵＶ吸収素子の光入出射面のうち少なくとも一方の面には緑色光の波長帯の光の透
過量を減少させるダイクロ膜が形成されていることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記ＵＶ吸収素子は、所定の偏光方向の光の透過量を減少させる偏光特性を有している
ことを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記ダイクロイックミラーは、赤色光と青色光を反射し、緑色光を透過し、
　前記３つの画像形成素子からの画像光を合成して投射光学系に導く合成素子と、
　前記ダイクロイックミラーにより反射された前記赤色光を前記赤色光用の画像形成素子
に導き、前記青色光を前記青色光用の画像形成素子に導き、前記赤色光用と前記青色光用
の画像形成素子によって反射された画像光を合成して前記合成素子に導く第１の偏光分離
手段と、
　前記ダイクロイックミラーと前記第１の偏光分離手段との間に配置され、前記赤色光の
偏光方向と青色光の偏光方向のいずれか一方の偏光方向を変化させる波長選択性位相板と
、
　前記ダイクロイックミラーを透過した緑色光を前記緑色光用の画像形成素子に導き、前
記緑色光用の画像形成素子により反射された画像光を前記合成素子に導く第２の偏光分離
手段を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の照明装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の照明装置と、
　前記画像形成素子からの光を被投射面に投射する投射光学系を備えることを特徴とする
画像投射装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は照明装置及びそれを用いた画像投射装置に関し、例えば液晶パネル（画像表示
素子）に基づく投射像原画（画像表示素子）をスクリーン面上に拡大投影するカラープロ
ジェクターに好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶パネル等の画像表示素子に基づく投影像原画をスクリーン面上に拡大投影す
るようにした画像投射装置（プロジェクター）が種々と提案されている。
【０００３】
　これらのプロジェクターでは、大画面の映像（投射画像）を得るために、ライトバルブ
（画像表示素子）に映像信号に応じた光学像を形成し、その光学像に光を照射し投写レン
ズ（投射光学系）によりスクリーン上に拡大投写している。
【０００４】
　多くのプロジェクターでは、スクリーン上で明るい投射画像（高輝度画像）を得るため
、高出力の光源手段を用いている。
【０００５】
　一般に高出力の光源手段からの光束には、液晶パネルのコントラストを低下させたり、
又液晶パネルの寿命を短くする有害な紫外光（ＵＶ光）が多く含まれている。
【０００６】
　例えば液晶パネルに多量の紫外光が照射されると、液晶パネルが入射エネルギーを吸収
し、液晶部材が変質して画像変調動作が退化して投射画像の画質が低下するとともに印加
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電圧による制御が困難になってくる。
【０００７】
　このため光路中にＵＶ吸収ガラス（ＵＶカットフィルター）を配置し、ＵＶ光が液晶パ
ネルに入射しないようにして液晶パネルの長寿命化と投射画像の高輝度化、コントラスト
化を図ったプロジェクターが提案されている（特許文献１、２）。
【０００８】
　特許文献１の液晶プロジェクターでは光源手段の光出射側にＵＶ／ＩＲフィルターを配
置して液晶ライトバルブに有害となる赤外光と紫外光を除去している。
【０００９】
　特許文献２の投射型表示装置では、光源手段の光出射側に紫外線反射コーティングした
２つの光学部材を配置し、又青色液晶パネルの光入射側に紫外線吸収フィルタを配置して
いる。
【特許文献１】特開平１０－２０６９７０号公報
【特許文献２】特開２００５－３７５６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　光路中に紫外線低減手段としてＵＶカットコートを施した光学部材やＵＶ吸収ガラスを
配置すれば、液晶パネルに入射するＵＶ光（紫外光）の光量を軽減することができ、投射
画像のコントラストが高くなり、又、液晶パネルを長寿命化することができる。
【００１１】
　しかしながら、プロジェクターの動作中には、一般にＵＶ吸収ガラスに光源手段からの
多量の白色光が長時間入射する。そうすると、ＵＶ吸収ガラスが高温になり、ＵＶ吸収ガ
ラスが劣化しやすくなり耐久性が低下してくる。
【００１２】
　又、通過する光束の外形が大きな光路中にＵＶ吸収ガラスを配置するとＵＶ吸収ガラス
が大型化して、耐久性が著しく低下してくる。このため光路中にＵＶ吸収ガラスを配置し
、有害なＵＶ光を遮光するには、ＵＶ吸収ガラスを光路中の適切な位置に配置することが
重要となってくる。
【００１３】
　本発明は、液晶パネルに入射するＵＶ光を効果的に遮光しつつ、ＵＶ吸収ガラスに多量
の白色光が入射するのを軽減し、ＵＶ吸収ガラスの耐久性を高めつつ、良好なる画質の投
射画像が得られる照明装置及びそれを用いた画像投射装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明の照明装置は、赤色光用、緑色光用、青色光用の３つの画像形成素子と、光源から
の光で前記３つの画像形成素子を照明する照明光学系と、前記照明光学系からの照明光を
前記３つの画像形成素子に対応する３つの色光に分離して前記３つの画像形成素子に導き
、前記３つの画像形成素子からの画像光を合成する色分離合成光学系と、を備える照明装
置であって、前記照明光学系が、前記光源からの光を複数の光束に分割するレンズアレイ
と、所定の偏光方向の光を透過し、それと直交する偏光方向の光を反射させる偏光分離面
を含み、前記レンズアレイからの非偏光光を所定の偏光方向の光に揃えて出射する偏光変
換素子と、前記レンズアレイと前記偏光変換素子との間に配置され、ＵＶ光を反射するＵ
Ｖ反射素子と、前記複数の光束を前記画像形成素子の上で重ねあわせるコンデンサーレン
ズを含んでおり、前記色分離合成光学系が、前記照明光学系からの照明光を複数の色光に
分離するダイクロイックミラーと、前記ダイクロイックミラーと前記青色光用の画像形成
素子との間に配置され、ＵＶ光を吸収するＵＶ吸収素子を含んでおり、前記コンデンサー
レンズの焦点距離をｆ、前記コンデンサーレンズの画像形成素子側の主点から前記ＵＶ吸
収素子までの距離をＬとするとき、
　０．４ ＜ Ｌ／ｆ ＜ ０．８
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　を満足し、前記ＵＶ吸収素子の光入出射面のうち少なくとも一方の面には緑色光の波長
帯の光の透過量を減少させるダイクロ膜が形成されていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、液晶パネルに入射するＵＶ光を効果的に遮光しつつ、ＵＶ吸収ガラス
に多量の白色光が入射するのを軽減し、ＵＶ吸収ガラスの耐久性を高めつつ、良好なる画
質の投射画像が得られる照明装置が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に、本発明の実施の形態を添付の図面に基づいて詳細に説明する。
【００１７】
　本発明の照明装置は、光源手段と、光源手段から出射した光束で被照射面に配置した画
像表示素子を照明する照明光学系を有している。更に照明光学系からの光束を赤色光、緑
色光、青色光の各色光に色分離し、色分離した各色光に対応して被照射面に配置された画
像表示素子を介した光束を合成する色分離合成系と、を有している。
【００１８】
　又、本発明の画像投射装置は、前述した照明装置を構成する色分解合成系からの光束を
所定面上に投射する投射光学系とを有している。
（参考例１）
【００１９】
　図１は、本発明の参考例１の画像投射装置（プロジェクター）の要部概略図である。本
参考例のプロジェクターは、光源（光源手段）１と、照明光学系２と、色分離合成光学系
３と、画像形成素子としての反射型の液晶パネル（画像表示素子、パネル）５、６、７と
、投射レンズ（投射光学系）４とを有している。５は緑色光用の液晶パネル、６は赤色光
用の液晶パネル、７は青色光用の液晶パネルである。
【００２０】
　図２は図１の色分離合成光学系（色分離系）３の拡大説明図である。
【００２１】
　本参考例において、水銀ランプ、キセノンランプ、メタルハライドランプ等の光源手段
１から出射された光は非偏光であるが、照明光学系２に含まれる偏光変換素子２０により
、Ｐ偏光となって出射して色分離合成系３に入射する。
【００２２】
　色分離合成系３は照明光学系２からの白色光を赤色光（Ｒ光）、緑色光（Ｇ光）、青色
光（Ｂ光）のＲＧＢ光に分離し、ＲＧＢ光用の各パネル５、６、７に導き、各パネル５、
６、７からの画像光を合成して投射光学系４に導いている。投射光学系４はパネル５、６
、７の表示画像をスクリーン（不図示）に向けて投射している。
【００２３】
　光源手段１は連続スペクトルで白色光（非偏光）を発光する光源部１ａと、光源部１ａ
からの光を所定の方向に集光する楕円形状のリフレクター１ｂとを有している。
【００２４】
　照明光学系２は、光源手段１からの光を色分離合成系３を介して液晶パネル５、６、７
に導いている。
【００２５】
　照明光学系２において、１６はレンズ部であり、光源手段１からの光束を集光している
。１７は第１のフライアイレンズ（第１光束分割部材）、１８は第２のフライアイレンズ
（第２光束分割部材）である。
【００２６】
　第１、第２のフライアイレンズ１７、１８はそれぞれが複数の微細な光学素子を有する
レンズアレイ（微細な光学素子が２次元的に配列されている）より成っており、集光レン
ズ１６からの光を複数の光束に分割する光分割手段を構成している。第２のフライアイレ
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ンズ１８の平面側（物体側の面）には、ＵＶ光（紫外光）を反射し、透過させないＵＶカ
ットコートが蒸着されている。
【００２７】
　１９は板ガラスにＵＶカットコートを付けたＵＶ反射素子であり、紫外光（ＵＶ光）を
カット（遮光、反射）している。ＵＶカットコート付きの板ガラス１９は、板ガラスの片
側の面にＵＶ光を反射するＵＶカットコートを蒸着している。
【００２８】
　２０は偏光変換素子（偏光分離手段）であり、入射した非偏光光を所定の偏光光（Ｐ偏
光）に揃えて出射させている。
【００２９】
　偏光変換素子２０は所定の偏光方向の光を透過し、それと直交する偏光方向の光を反射
させる偏光分離面を有している。
【００３０】
　ＵＶカットコートを施した光学素子１９は、第１、第２のフライアイレンズ１７、１８
と、偏光変換素子２０との間の光路中に配置されている。
【００３１】
　８は第１のコンデンサーレンズ、９は第２のコンデンサーレンズであり、これらで集光
レンズ９ａを構成している。集光レンズ９ａは偏光変換素子２０からの光束を集光し、３
色光のパネル（液晶パネル）（画像形成素子上）５、６、７に導光している。
【００３２】
　パネル５、６、７は該コンデンサーレンズ８、９の合成系（集光レンズ）９ａの焦点位
置又は、その近傍に設けている。
【００３３】
　次に図２の色分解合成系３の構成について説明する。
【００３４】
　１３はダイクロイックミラーであり、照明光学系２からの白色光のうち、Ｒｅｄ光（Ｒ
光）とＢｌｕｅ光（Ｂ光）を反射させ、Ｇｒｅｅｎ光（Ｇ光）は透過させることで、ＲＢ
光路ＲＢとＧ光路Ｇに分離している。
【００３５】
　ＲＢ光路上において、１４はＵＶ光を吸収するＵＶ吸収ガラス（ＵＶ吸収素子）である
。１５は波長選択性位相板であり、ダイクロイックミラー１３で反射されたＲＢ成分光を
後述する偏光ビームスプリッター１１でＲｅｄ光とＢｌｕｅ光に分離するためのものであ
る。
【００３６】
　ＵＶ吸収ガラス１４は、波長略４２０ｎｍ以下の光を吸収する材料より成っている。波
長選択性位相板１５は、Ｒｅｄ光をＰ偏光からＳ偏光へと偏光状態を変化させている。Ｂ
ｌｕｅ光は波長選択性位相板１５をＰ偏光のまま透過する。波長選択性位相板１５を透過
した後のＳ偏光のＲｅｄ光は偏光ビームスプリッター（ＲＢ－ＰＢＳ）１１により反射さ
れ、Ｒｅｄパネル６に導かれる。
【００３７】
　Ｒｅｄパネル６に導かれた光は、パネル６で画像変調されてＰ偏光となり、偏光ビーム
スプリッター１１を透過し、合成（色合成）プリズム１２に至る。
【００３８】
　一方、Ｐ偏光のＢｌｕｅ光は偏光ビームスプリッター１１に入射し、偏光ビームスプリ
ッター１１を透過してＢｌｕｅパネル７に導かれる。パネル７に入射した光は画像変調を
受けて、Ｓ偏光となり、偏光ビームスプリッター１１で反射されて、合成プリズム１２に
至る。
【００３９】
　一方、ダイクロイックミラー１３を透過したＰ偏光のＧｒｅｅｎ光は、偏光ビームスプ
リッター（Ｇ－ＰＢＳ）１０を透過してＧｒｅｅｎパネル５に入射する。Ｇｒｅｅｎパネ
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ル５に入射した光は、パネル５により画像変調を受けてＳ偏光となり、偏光ビームスプリ
ッター１０によって反射され、合成プリズム１２に入射する。
【００４０】
　合成プリズム１２に入射したＲＧＢ光は、合成されて投射レンズ４に入射し、投射レン
ズ４により、所定面上に設けたスクリーン（被投射面）に画像として投射される。
【００４１】
　次に図１に示した偏光変換素子２０の構成について説明する。
【００４２】
　図１２は偏光変換素子２０の一部分の拡大説明図である。偏光変換素子２０は、偏光分
離膜２０ａと反射膜２０ｂと１／２位相板２０ｃからなるユニットを複数有している。
【００４３】
　そして入射した光Ｌ１を偏光分離膜２０ａでＰ偏光ＬｐとＳ偏光Ｌｓに分離している。
Ｐ偏光Ｌｐは偏光分離膜２０ａを通過して出射する。一方、Ｓ偏光Ｌｓは反射膜２０ｂで
Ｐ偏光Ｌｐと同じ方向に反射され、Ｓ偏光Ｌｓの出射側に１／２位相板２０ｃを配置して
Ｐ偏光と同じ偏光状態に変換することで、所定の偏光状態に光が揃えられる。
【００４４】
　本参考例では、色分離合成系３で色分離する光路中であって、緑色光以外の光路中にＵ
Ｖ吸収ガラス１４が配置されている。
【００４５】
　本参考例では、青色光を含む光路中にＵＶ吸収ガラスを配置している。
【００４６】
　図３は図２のＲＢ光路をダイクロイックミラー１３の反射面について対照的に反転させ
た説明図である。図３に示すように、ＵＶ吸収ガラス１４はダイクロイックミラー１３と
偏光ビームスプリッター１１の間に配置している。図３に示すようにコンデンサーレンズ
８、９の合成系の集光レンズ９ａの画像形成素子側の主点位置２４からＵＶ吸収素子１４
までの距離をＬ（空気換算長）とする。
【００４７】
　合成コンデンサーレンズより成る集光レンズ９ａの焦点距離をｆとする。このとき、
　　　　　０．４＜Ｌ／ｆ＜０．８　　　　・・・（１）
なる条件式を満足している。
【００４８】
　まず、本参考例における第２のフライアイレンズ１８に設けたＵＶカットコート、ＵＶ
カットコート付きのガラス１９及びＵＶ吸収ガラス１４の光学作用について説明する。
【００４９】
　第２のフライアイレンズ１８の平面側に蒸着したＵＶカットコートは、半値波長が略４
２６ｎｍである。
【００５０】
　図４は、その分光特性の説明図である。また、ＵＶカットコート付き板ガラス１９のＵ
Ｖコートも半値波長が略４２６ｎｍであり、分光特性は図４と同様である。また、ＵＶ吸
収ガラス１４は、半値波長が略４２０ｎｍである。
【００５１】
　図５はＵＶ吸収ガラス１４の分光特性の説明図である。図４に示す分光特性の２つのＵ
Ｖカットコートは、多層膜であるため光線入射角度によって半値波長が若干変化してくる
。また、コーティング（蒸着）であるため、製造ロットらバラツキが生じやすい。
【００５２】
　一方、後者のＵＶ吸収ガラス１４は、前者と比較して、コーティングでなく材料の吸収
でＵＶ光を低減するため、半値波長のバラツキが小さい。また、光線の入射角度特性も少
ない。
【００５３】
　本参考例では、ＵＶカットコート付の光学素子を２つ用い、さらに、ＵＶ吸収ガラスを
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用いることで、波長４２６ｎｍ以下のＵＶ光の透過成分（液晶パネルに到達するＵＶ光）
を確実に抑えている。
【００５４】
　次に、ＵＶ吸収ガラス１４の光路中の位置について説明する。ＵＶ吸収ガラス１４をＧ
光路以外のＲＢ光路において、条件式（１）を満足する光路中に配置している理由につい
て述べる。
【００５５】
　ＵＶ吸収ガラス１４は、ＲＧＢ光のすべての光のうち、Ｇ成分光を排除したＲＢ光路に
設けることで、ＵＶ吸収ガラス１４自体の耐久性が大幅に改善する。
【００５６】
　図６は、投射レンズ４を通過し、スクリーンに入射する光のスペクトル分布の概略図で
ある。
【００５７】
　本参考例では、ＵＶ吸収ガラス１４をＲＢ光路に配置しているため、ＵＶ吸収ガラス１
４に入射する光の成分は、図６に示すスペクトルのうちＧ帯域を除いた部分、すなわちＢ
帯域（図６の領域Ａ）及びＲ帯域（図６の領域Ｂ）である。このため、ＵＶ吸収ガラス１
４に入射する光エネルギーが少なくなり、ＵＶ吸収ガラス１４の耐久性が改善する。
【００５８】
　条件式（１）の下限を下回るとき、ＵＶ吸収ガラス１４がコンデンサーレンズ８、９よ
り成る集光レンズ９ａに近づき、その有効径が大きくなり、大型化してくるので良くない
。
【００５９】
　図７は、照明光学系２から出射する光束の光路図である。この図７に示すように、コン
デンサーレンズ８、９近傍では照明光束が最も広がってくるので、ＵＶ吸収ガラス１４が
大型化してしまう。
【００６０】
　また、条件式（１）の上限を上回るとき、ＵＶ吸収ガラス１４はパネル６、７に近い位
置に配置される。パネル６、７に近ければ近いほど光の密度が高くなるため、ＵＶ吸収ガ
ラス１４が吸収する熱で、ＵＶ吸収ガラス１４自体の温度が高くなる。このため、ＵＶ吸
収ガラス１４の耐久性に影響が生じてくるので良くない。
【００６１】
　また、ＵＶ吸収ガラス１４を、光源手段１とコンデンサーレンズ８との間で、例えばＵ
Ｖカットコート付き板ガラス１９の基板材料として用いることが考えられる。しかしなが
らＵＶ吸収ガラスに、光源手段１からのＲＧＢ光のすべての光が入射してしまうため、吸
収する熱で温度が上がり、ＵＶ吸収ガラス自体の耐久性に影響が生じてくるので良くない
。
【００６２】
　そこで本参考例ではＵＶ吸収ガラス１４を条件式（１）を満足する光路中に配置してい
る。
【００６３】
　条件式（１）を満足すればＵＶ吸収ガラスはどの光路中に配置しても良い。
【００６４】
　これによれば、長時間の使用においても構成部品の劣化を低減でき、画質劣化が抑えら
れたプロジェクターを実現することができる。
（実施例）
【００６５】
　図８は、本発明の実施例（実施例１）の画像投射装置（プロジェクター）の要部概略図
である。本実施例において光源手段１と照明光学系２の構成は参考例１と同様である。
【００６６】
　本実施例は参考例１に比べてＧ光路以外のＲＢ光路に設けたＵＶ吸収ガラス３５の構成



(8) JP 5300330 B2 2013.9.25

10

20

30

40

50

が異なっている。
【００６７】
　本実施例のＵＶ吸収ガラス３５の光入出射面のうち少なくとも一方の面には緑色光の波
長帯の光の透過（量）を減少させる（軽減する）ダイクロ膜が施されている。
【００６８】
　図９は本実施例のＵＶ吸収ガラス３５の片側の面に設けた特定波長領域の光を制限する
ダイクロ膜の分光特性の説明図である。ダイクロイック膜は図９に示すようにカット波長
を略５００ｎｍ及び略５８５ｎｍとし、波長略５００から波長略５８５ｎｍにおけるＧ帯
域の光をカット（遮光）している。
【００６９】
　ダイクロイックミラー１３は、入射角度特性があり、入射角４５°よりも大きい角度で
入射する場合に、ダイクロ膜のカット波長が、短波長側にずれるため、ＲＢ光路に不要な
Ｇ成分光が漏れてくる。
【００７０】
　この不要なＧ成分光を、ＵＶ吸収ガラス３５の片側に設けたダイクロ膜によりカットす
ることで、画像のコントラスト特性を改善している。
【００７１】
　ＵＶ吸収ガラス３５は、参考例１と同様に、条件式（１）を満足する光路中の位置に配
置している。これによって、ＵＶ吸収ガラス３５の小型化が容易となり、さらに、耐久性
を改善することができる。
（参考例２）
【００７２】
　図１０は、本発明の参考例２の画像投射装置（プロジェクター）の要部概略図である。
本参考例において、光源手段１と照明光学系２の構成は、参考例１と同様である。
【００７３】
　本参考例では参考例１に比べてＵＶ吸収ガラスが、一方向に偏光する偏光成分の透過を
軽減させる偏光特性を有していることが異なっており、その他の構成は同じである。
【００７４】
　本参考例では、図１１に示すように、色分離合成系３のうち、ＲＢ光路のパネル入射側
に、特に偏光ビームスプリッター１１の光入射側に偏光板２５を配置している。
【００７５】
　これによりパネル６、７への入射前における光のうちわずかに含まれているＳ偏光成分
を除去している。
【００７６】
　偏光板２５は反射型の偏光板であり、その基板材料としてＵＶ吸収ガラスを用いている
。これにより、不要な偏光成分を除き、画像のコントラスト特性を良好に維持している。
【００７７】
　図１０において、２６は平板ガラスであり、その片側に実施例２で説明した波長略５０
０から波長略５８５ｎｍの光をカットするダイクロ膜を設けている。
【００７８】
　分光特性図は図１０と略同じである。これにより、ＲＢ光路に入射するＧ成分光を低減
している。
【００７９】
　ＵＶ吸収ガラスを基板とした反射型の偏光板２６も条件式（１）を満足するように光路
中に配置している。これにより、ＵＶ吸収ガラスの小型化が容易となり、さらに、耐久性
を改善している。
【００８０】
　以上のように各参考例、実施例によればＵＶ吸収ガラスを緑色光（Ｇ光）以外の光路に
配置している。各参考例、実施例では青色光（Ｂ光）を含む光路中に配置している。具体
的には、照明光学系を構成する集光レンズの焦点距離をｆ、集光レンズの被照射面側の主
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点位置からＵＶ吸収ガラスまでの空気換算した距離をＬとするとき、条件式（１）を満足
する位置に配置している。
【００８１】
　これによって投射画像のコントラストの低下を防止しつつ、ＵＶ吸収ガラスの耐久性を
改善している。
【００８２】
　各参考例、実施例において条件式に関する数値は次のとおりである（単位はｍｍ）。
【００８３】
【表１】

【００８４】
　ここで、上記の表における実施例４～６については、具体的に図面を示していないが、
図１等を用いて説明された実施例１のＬの値およびｆの値を変更しただけであり、その他
の構成は参考例１と同じ（実施例１、参考例２と同じとしても良い）である。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明の参考例１の構成概略図
【図２】図１の参考例１の色分離合成系の構成図
【図３】図１のＵＶ吸収ガラスの配置の説明図
【図４】ＵＶカットコートの特性図
【図５】ＵＶ吸収ガラスの特性図
【図６】スクリーンに入射する光のスペクトル分布の説明図
【図７】本発明の参考例１における光路展開図
【図８】本発明の実施例の構成概略図
【図９】本発明の実施例に係るダイクロイック膜の特性図
【図１０】本発明の参考例２の構成概略図
【図１１】本発明の参考例２の色分離合成系の構成図
【図１２】図１の偏光分離手段の説明図
【符号の説明】
【００８６】
１　　光源手段
１ａ　　発光部
１ｂ　　リフレクター
２　　照明光学系
３　　色分離合成系
４　　投射光学系
５　　Ｇｒｅｅｎパネル
６　　Ｒｅｄパネル
７　　Ｂｌｕｅパネル
８、９　　コンデンサーレンズ
９ａ　　集光レンズ
１０、１１　　偏光ビームスプリッター
１２　　合成プリズム
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１３　　ダイクロイックミラー
１４　　ＵＶ吸収ガラス
１５　　波長選択性位相板
１６　　レンズ部
１７　　第１のフライアイレンズ
１８　　第２のフライアイレンズ
１９　　ＵＶカットコート付ガラス（光学素子）
２０　　偏光変換素子
３１　　ＵＶカットコート付ガラス
３６、３７　　ダイクロイックミラー
３８、３９、４０　　ミラー
４１、４２、４４　　フィールドレンズ
４３　　リレーレンズ
４５　　ＵＶ吸収ガラス
４９、５０、５１　　液晶パネル
５２、５３、５４　　偏光板
５５　　クロスダイクロプリズム

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図１０】 【図１１】
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